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１ 趣旨 

    災害発生時、県や市町、警察のほか防災関係機関が緊密に連携し、県民の命を守ること

を最優先に迅速かつ円滑に災害対応を実施するため、あらかじめ安否不明者の氏名等の公

表の基準を定める。 

 

２  個人情報の取扱い 

    災害発生時における安否不明者の個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関す

る法律（平成 15年法律第 57号）に照らし、次の「公表に当たっての考え方」に当てはま

ると判断される場合は、氏名等を公表する。 

 

３ 公表に当たっての考え方 

    以下の項目すべてを充たす場合に公表する。 

① 氏名等を公表することが、人命救助、捜索活動の効率化、円滑化に資すること。 

        ② 市町において住民基本台帳の閲覧制限等が措置されていないこと。 

 

※ なお、発災当初の 72時間は、人命救助に極めて重要な時間帯であることを踏まえ 

  公表する場合は、当該災害の規模を勘案しつつ、発災後概ね 48時間以内を目標に行

う。 

※ 公表後に安否不明者本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがある特

段の事情を把握している者より公表対象から除くよう申出があった場合は、公表対

象から除く。 

            

４ 公表する氏名等 

    原則として氏名、住所（大字名まで）、年齢、性別とする。 

 

５ 公表の方法 

    県ホームページへの掲載及び報道機関への資料の提供による。 

 

 

 

 

 

 

別添 



 

６ 県、市町の主な役割 

 

  県 ：公表に関する最終判断、公表資料の作成や県ホームページへの掲載、報道機関への資

料の提供など公表に関する業務、市町や警察本部など関係機関との調整（ＤＶやストー

カー行為の被害者等の所在情報の把握・確認を含む）  など 

 

 市町：被災した家屋・住民の特定、安否不明者の名簿の作成、住民基本台帳上の閲覧制限の

有無の確認    など 

 

７ その他 

   ① 公表に当たり、県は、市町、警察のほか防災関係機関と緊密に連携し、迅速に状況、

情報の確認に努める。 

   ② この方針は、行方不明者にも適用する。 

       なお、「安否不明者」とは、行方不明者となる疑いのある者、「行方不明者」とは、当 

  該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのある者とする。 


